
市民一人ひとりが輝く都市久留米 
〈元気・躍動・市民都市〉 

第4章 

第１節　人権が尊重されるまちに 

第２節　多様な市民活動が連帯するまちに 

第３節　子どもの笑顔があふれるまちに 

第４節　健康で生きがいがもてるまちに 

第５節　やさしさと思いやりの見えるまちに 
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基本的な方向

これからの都市づくりの主役は市民一人ひとりです。自らが住む地域をよりよくするために、自

らの責任と役割を果たしながら、市民一人ひとりが自らを磨き、個性を伸ばし、躍動することが都

市の元気の源です。

市民一人ひとりが、かけがえのない人間として尊重され、自己実現の主体的活動ができる“市民

一人ひとりが輝く都市”を目指した取組を進めます。

4
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市民一人ひとりが輝く都市は、市民一人ひとりの、

地域や人を大切にしようとする意識や行動から創り出

されるものです。また、行政も含めたそれぞれの活動

がお互いに連帯していくことで輝きを増すものです。

実現に向けて戦略的に取り組みます。
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展望と課題

主要な取組視点

人権が尊重されるまちに
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施策の内容
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審議会等（法律条例等によるもの）における女性の参画状況 
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施策推進のための主な事業

1

学校と地域の連携による人権教育啓発活動の推進を目

的とした「人権のまちづくり協議会」を平成20年度

までに、市内17のすべての中学校区に設置し、子ど

もから大人まですべての市民を対象に人権教育・啓発

を進めます。

男女共同参画行動計画に基づき、市全体を包含する実

効性のある男女平等施策を総合的、計画的に展開し、

平成26年度に実施する市民意識調査の中で「男女共

同参画社会」という用語の周知度を70％にします。

展望と課題

多様な市民活動が連帯するまちに2
第

節
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